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(57)【要約】
【課題】内視鏡システムで得られた画像信号における画
素ごとの輝度値を正確に得る検査システム。
【解決手段】スコープの先端部を固定した状態で保持す
る保持部と、スコープが保持部に固定された時に、スコ
ープの先端部と対向する位置に設けられ、内壁が半球体
形状を有し、スコープを介した照明に使用する光源部か
ら出射され、スコープを介して照射された光を、内壁で
反射する反射部とを有する検査装置を備える。反射部が
反射した光であって、スコープの対物光学系を介して入
射した光を、スコープで撮像して得られた画像信号にお
ける画素ごとの輝度値を算出する測定装置を備える。対
物光学系の光軸が、反射部の半球体の開口部を構成する
円を含む平面と垂直で且つ、円の中心を通るように、ス
コープが保持部に取り付けられ、且つスコープと反射部
との位置関係が設定される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スコープの先端部を固定した状態で保持する保持部と、前記スコープが前記保持部に固
定された時に、前記スコープの先端部と対向する位置に設けられ、内壁が球冠形状を有し
、前記スコープを介した照明に使用する光源部から出射され、前記スコープを介して照射
された光を、前記内壁で反射する反射部とを有する検査装置と、
　前記反射部が反射した光であって、前記スコープの対物光学系を介して入射した光を、
前記スコープで撮像して得られた画像信号における画素ごとの輝度値を算出する測定装置
とを備え、
　前記対物光学系の光軸が、前記反射部の球冠の開口部を構成する円を含む平面と垂直で
且つ、前記円の中心を通るように、前記スコープが前記保持部に取り付けられ、且つ前記
スコープと前記反射部との位置関係が設定されることを特徴とする内視鏡システムの検査
システム。
【請求項２】
　前記測定装置は、前記画像信号におけるピーク輝度値、及び前記ピーク輝度値に対応す
る画素位置を算出することを特徴とする請求項１に記載の検査システム。
【請求項３】
　前記ピーク輝度値、及び前記ピーク輝度値に対応する画素位置は、前記光源部、前記光
源部から出射された光を前記スコープの先端部まで導くライトガイド、及び前記光源部か
ら出射され前記ライトガイドで導光された光を前記反射部に向けて照射する配光レンズの
少なくとも１つの不具合を特定するために使用されることを特徴とする請求項２に記載の
検査システム。
【請求項４】
　前記対物光学系と、前記反射部の前記配光レンズから照射される光を反射する領域のい
ずれの部分から、前記対物光学系への距離が等しくなるように、前記スコープが前記保持
部に取り付けられ、且つ前記スコープと前記反射部との位置関係が設定されることを特徴
とする請求項１に記載の検査システム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査システムに関し、特に内視鏡システムの照明関連部材の検査を行うシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像素子が搭載されたスコープを備えた内視鏡システムにおいて、開発時などに、内視
鏡システムの特性に関する検査が行われる。例えば、ホワイトバランスなど内視鏡システ
ムの画像処理特性の検査が行われる。かかる検査においては、検査に適したチャート（例
えばホワイトバランスチャート）を撮像し、得られた画像信号などから検査に必要な値を
測定する。例えば、特許文献１は、内部に設けられたカラーチャートなどをスコープで撮
像して画像処理特性の検査を行うための検査装置（測定容器）を開示する。
【特許文献１】特開平０５－１３７６９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１の装置のように、平面のチャートを撮像した場合には、チャートの
中心部と周辺部とではチャートと対物光学系との間の距離差が生じ、反射光の到達距離差
に基づく周辺減光が起こり、撮像により得られた画像信号における画素ごとの輝度値分布
を正確に求めることが出来ない。このため、光源部、ライトガイド、及び配光レンズなど
、照明関連部材の検査を正しく行うことが出来ない。
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【０００４】
　したがって本発明の目的は、内視鏡システムで得られた画像信号における画素ごとの輝
度値を正確に得る検査システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る内視鏡システムの検査システムは、スコープの先端部を固定した状態で保
持する保持部と、スコープが保持部に固定された時に、スコープの先端部と対向する位置
に設けられ、内壁が球冠形状を有し、スコープを介した照明に使用する光源部から出射さ
れ、スコープを介して照射された光を、内壁で反射する反射部とを有する検査装置と、反
射部が反射した光であって、スコープの対物光学系を介して入射した光を、スコープで撮
像して得られた画像信号における画素ごとの輝度値を算出する測定装置とを備え、対物光
学系の光軸が、反射部の球冠の開口部を構成する円を含む平面と垂直で且つ、円の中心を
通るように、スコープが保持部に取り付けられ、且つスコープと反射部との位置関係が設
定される。
【０００６】
　球体の一部を示す球冠形状の反射部を含む検査装置を使って、スコープから照射される
光の反射光を撮像する。反射部のいずれの部位からの反射光の対物光学系への到達距離差
が殆ど発生しないため、かかる到達距離差に基づく周辺減光のない状態で反射光を撮像す
ることが出来、撮像により得られた画像信号における画素ごとの輝度値を正確に算出する
ことが可能になる。
【０００７】
　好ましくは、測定装置は、画像信号におけるピーク輝度値、及びピーク輝度値に対応す
る画素位置を算出する。
【０００８】
　撮像により得られた画像上のピーク輝度値、ピーク輝度値に対応する画素位置、及び周
辺減光度合いを正確に算出することが可能になる。
【０００９】
　さらに好ましくは、ピーク輝度値、及びピーク輝度値に対応する画素位置は、光源部、
光源部から出射された光をスコープの先端部まで導くライトガイド、及び光源部から出射
されライトガイドで導光された光を反射部に向けて照射する配光レンズの少なくとも１つ
の不具合を特定するために使用される。
【００１０】
　これらの算出結果に基づいて、光源部、ライトガイド、及び配光レンズを含む照明関連
部材の不具合を特定することが可能になる。
【００１１】
　また、好ましくは、対物光学系と、反射部の配光レンズから照射される光を反射する領
域のいずれの部分から、対物光学系への距離が等しくなるように、スコープが保持部に取
り付けられ、且つスコープと反射部との位置関係が設定される。
【００１２】
　反射部からの反射光の対物光学系への到達距離差が最も少ない状態に出来、かかる到達
距離差に基づく周辺減光の最も少ない状態で反射光を撮像することが可能になる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように本発明によれば、内視鏡システムで得られた画像信号における画素ごとの
輝度値を正確に得る検査システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本実施形態における内視鏡システムの構成について、図を用いて説明する。本実
施形態に係る内視鏡システム１は、スコープ１０、プロセッサ３０、及びモニタ５０を備
える（通常観察時、図１参照）。また、後述するように、内視鏡システム１の開発時や製
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造時には、画像処理特性の検査を行うために、内視鏡システム１に検査装置７０や測定装
置９０が取り付けられる。スコープ１０は、光ファイバーケーブルなどのライトガイド１
１、配光レンズ１２、対物レンズや視感度補正フィルタを含む対物光学系１３、ＣＣＤな
どの撮像素子を含む撮像部１４、及び映像信号処理部１５を有する。
【００１５】
　プロセッサ３０は、光源部３１、ビデオ信号処理部３３、プロセッサ３０の各部を制御
する制御部３５を有する。プロセッサ３０ではスコープ１０により取得され映像信号処理
部１５で前段の画像処理が施された画像信号に対し、モニタ５０で表示可能な画像（ビデ
オ信号）を生成する後段の画像処理が施される。
【００１６】
　通常観察時、プロセッサ３０には、モニタ５０が接続される。モニタ５０は、プロセッ
サ３０で画像処理された、所定のビデオ信号の規格に準拠した画像を表示する表示手段で
ある。プロセッサ３０には、モニタ５０の他に、プロセッサ３０で画像処理された画像デ
ータ等を記録する外部記憶装置や、画像を出力（プリントアウト）するプリンタなどが接
続されてもよい。
【００１７】
　光源部３１から出射された光は、ライトガイド１１、配光レンズ１２を介して、スコー
プ１０の先端部から被観察体に向けて照射される。光源部３１は、光を出射する光源３１
ａと絞り３１ｂを有し、光源３１ａからライトガイド１１、配光レンズ１２を介して被観
察体に照射される光量は、絞り３１ｂの開度によって調整される。
【００１８】
　被観察体からの反射光などは対物光学系１３を介して撮像部１４の撮像素子に入射する
。撮像素子では入射した光を光電変換し、画像信号を出力する。撮像部１４から出力され
た画像信号は、映像信号処理部１５において、ＹＣ分離、ホワイトバランス調整、色補正
など前段の画像処理が施され、プロセッサ３０のビデオ信号処理部３３に出力される。プ
ロセッサ３０では、ビデオ信号処理部３３において、後段の画像処理が施されて、モニタ
５０で出力可能なビデオ信号にされる。
【００１９】
　本実施形態では、スコープ１０やプロセッサ３０の開発時や製造時に、検査装置７０、
及び測定装置９０を使って、内視鏡システム１における光源部３１、ライトガイド１１、
及び配光レンズ１２を含む照明関連部材の不具合を特定する明るさ検査が行われる（図２
参照）。検査装置７０、及び測定装置９０は、内視鏡システム１の通常観察時には用いら
れない（図１参照）。検査装置７０は、明るさ検査時にスコープ１０の先端部を固定した
状態で保持する保持部７１、及びスコープ１０の配光レンズ１２から照射された光を対物
光学系１３に向けて反射する反射部７５を有する。測定装置９０は、プロセッサ３０から
出力されるビデオ信号に基づいて、画素ごとの輝度値を算出するＰＣなどである。
【００２０】
　保持部７１は、スコープ１０の先端部を所定位置に固定して、対物光学系１３と反射部
７５との距離を一定に保つ部材である。反射部７５は、内壁に拡散反射性白色塗料が塗布
された半球体で構成される。反射部７５の反射面は、略完全拡散反射面（Ｒ（λ）＝１）
で構成される。明るさ検査時に、スコープ１０の先端部が反射部７５の内壁と対向し、対
物光学系１３の光軸ＬＸが、反射部７５の半球体の開口部を構成する円を含む平面と垂直
で且つ、該円の中心を通る位置関係になるように、スコープ１０が保持部７１に取り付け
られ、且つスコープ１０と反射部７５との位置関係が設定される。
【００２１】
　特に、反射部７５の配光レンズ１２から照射される光を反射する領域のいずれの部分か
ら、対物光学系１３への距離が等しくなるように、該円の中心近傍に対物光学系１３が配
置されるのが望ましい。
【００２２】
　明るさ検査時には、光源部３１から出射された光は、ライトガイド１１、及び配光レン
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ズ１２を介して、反射部７５の内壁に向けて照射される。なお、明るさ検査の目的に応じ
て、絞り３１ｂの開度調整を自動で行う自動調光モード、または手動で行うマニュアル調
光モードが設定される。明るさ検査として、自動調光で反射部７５を撮像した場合の、照
明関連部材における光の拡散具合などを評価する場合には、自動調光モードに設定される
。明るさ検査として、特定の明るさに設定して反射部７５を撮像した場合の、照明関連部
材における光の拡散具合などを評価する場合には、マニュアル調光モードで特定の明るさ
に対応する開度に絞り３１ｂが設定される。
【００２３】
　反射部７５からの反射光は対物光学系１３を介して撮像部１４の撮像素子に入射する。
撮像素子では入射した光を光電変換し、画像信号を出力する。撮像部１４から出力された
画像信号は、映像信号処理部１５において、ＹＣ分離、ホワイトバランス調整、色補正な
ど前段の画像処理が施され、プロセッサ３０のビデオ信号処理部３３に出力される。プロ
セッサ３０では、ビデオ信号処理部３３において、後段の画像処理が施されて、ビデオ信
号が生成される。明るさ検査時は、プロセッサ３０のビデオ信号出力端子には、測定装置
９０が接続される。
【００２４】
　プロセッサ３０から出力されるビデオ信号は、明るさ検査に使用される。具体的には、
プロセッサ３０に接続された測定装置９０は、ビデオ信号における画素ごとの輝度値を算
出し、これに基づいて、最も高い輝度のピーク輝度値や、ピーク輝度値に対応する画素位
置、及び周辺減光度合いを算出する。
【００２５】
　光源部３１、ライトガイド１１、配光レンズ１２などの照明関連装置が、正常に取り付
けられ、均一の反射率分布を有する被観察体を撮像した場合は、撮像部１４の撮像素子に
おける特定位置の輝度値が所定の値で且つピーク輝度値になるような画像信号を形成する
、すなわち画像の特定位置が最も明るくなるように設計される。照明関連装置のいずれか
の部分の取り付け位置がずれるなど、いずれかの部分に不具合が生じた場合には、ピーク
輝度値に対応する画素位置の特定位置からのずれや、ピーク輝度値の低下が起きるので、
ピーク輝度値の値や対応する画素位置などを把握し、正常時に想定されたピーク輝度値や
対応する画素位置との比較により、照明関連装置の不具合を特定する明るさ検査を行うこ
とが可能になる。
【００２６】
　但し、ピーク輝度値など撮像により得られた画像における画素ごとの輝度値を正確に得
る必要がある。均一の反射率分布を有する平面の反射部を撮像した場合には、反射部上の
任意の点から対物光学系１３に到達する距離に差異が現れるため、到達距離差に基づく周
辺減光の影響を受けてピーク輝度値や、ピーク輝度値に対応する画素位置を正しく求める
ことが出来ない恐れがある。そのため、反射光の対物光学系１３への到達距離差をなくす
ために、反射部を対物光学系１３から遠くに配置し、遠くに配置した状態で広角系のレン
ズを有する対物光学系１３の撮像領域をカバーするために、広い反射部を用意する必要が
あり、装置が大型化する。
【００２７】
　本実施形態では、半球体の反射部７５を含む検査装置７０を使って、ライトガイド１１
、及び配光レンズ１２を介して照射される光を反射し、かかる反射光を撮像部１４で撮像
する。反射部７５において反射光の対物光学系１３への到達距離差が殆ど発生しないため
、かかる到達距離差に基づく周辺減光のない一面略均一の白色光を撮像することが可能に
なり、撮像により得られた画像信号における画素ごとの輝度値を正確に算出することが可
能になる。画素ごとの輝度値に基づいて、ピーク輝度値、ピーク輝度値に対応する画素位
置、及び周辺減光度合いを正確に算出し、これらの算出結果に基づいて、光源部３１、ラ
イトガイド１１、及び配光レンズ１２を含む照明関連部材の不具合を正確に特定すること
が可能になる。
【００２８】
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　また、本実施形態では、反射部７５の内壁を半球体形状にして、対物光学系１３と反射
部７５の内壁のいずれの部分との距離を略等しく出来るため、不必要に反射部７５を大き
くする必要はなく、検査装置７０の大型化を防ぐことが出来る。
【００２９】
　なお、反射部７５の内壁は半球体形状に限らず、球体の一部である球冠形状であっても
よい。但し、配光レンズ１２からの照射領域、及び対物光学系１３の受光領域をカバーす
る大きさを有するのが望ましい。
【００３０】
　次に、スコープ１０を検査装置７０に取り付けて、明るさ検査用の画像（ビデオ信号）
を取得する手順を、図３のフローチャートを用いて説明する。ステップＳ１１で、スコー
プ１０の先端部が、保持部７１に取り付けられる。ステップＳ１２で、反射部７５が所定
位置に取り付けられる。ステップＳ１１、Ｓ１２により、スコープ１０と検査装置７０と
の位置関係が決定する。なお、保持部７１と反射部７５とを固定した状態で用意しておき
、保持部７１にスコープ１０の先端部を取り付ける位置を誘導する位置決め部材を設けて
おけば、ステップＳ１１を行うことで、ステップＳ１２の操作も完了出来る。
【００３１】
　ステップＳ１３で、光源３１ａが点灯せしめられる。明るさ検査の目的に応じて、絞り
３１ｂの開度調整を自動で行う自動調光モード、または手動で行うマニュアル調光モード
が設定される。ステップＳ１４で、光源部３１から出射された光は、ライトガイド１１、
及び配光レンズ１２を介して、反射部７５の内壁に向けて照射される。撮像部１４は、反
射部７５からの反射光を撮像して画像信号を出力する。画像信号は、映像信号処理部１５
における前段の画像処理、及びビデオ信号処理部３３における後段の画像処理が施されて
、ビデオ信号が生成される。
【００３２】
　次に、ビデオ信号に基づいて、ピーク輝度値、及びピーク輝度値に対応する画素位置の
特定を行う手順を、図４のフローチャートを用いて説明する。ステップＳ３１で、図３の
ステップＳ１４で生成されたビデオ信号が測定装置９０に取り込まれる。ステップＳ３２
で、ビデオ信号における１画素の輝度値Ｙが算出される。ステップＳ３３で、今回算出し
た輝度値Ｙが、前回までに算出したピーク輝度値Ｙｍａｘよりも大きいか否かが判断され
る。大きい場合には、ステップＳ３４で、ピーク輝度値Ｙｍａｘが今回の輝度値Ｙに更新
され、ステップＳ３５に進められる。大きくない場合には、ステップＳ３５に進められる
。
【００３３】
　ステップＳ３５で、総ての画素について輝度値Ｙの算出が行われたか否かが判断される
。行われていない場合には、ステップＳ３２に戻されて、他の画素についての輝度値Ｙの
算出が行われステップＳ３２～Ｓ３４が繰り返される。総ての画素についての輝度値Ｙの
算出が行われた場合には、終了し、ピーク輝度値Ｙｍａｘ、及びピーク輝度値Ｙｍａｘに
対応する画素位置が決定される。また、画素ごとの輝度値Ｙに基づいて、輝度値分布が算
出され、周辺減光度合いが算出される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本実施形態における通常観察時の内視鏡システムの構成図である。
【図２】明るさ検査時の内視鏡システムと検査装置と測定装置の構成図である。
【図３】ビデオ信号を取得する手順を示すフローチャートである。
【図４】ピーク輝度値を算出する手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３５】
　１　内視鏡システム
　１０　スコープ
　１１　ライトガイド
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　１３　対物光学系
　１４　撮像部
　１５　映像信号処理部
　３０　プロセッサ
　３１　光源部
　３１ａ　光源
　３１ｂ　絞り
　３３　ビデオ信号処理部
　３５　制御部
　５０　モニタ
　７０　検査装置
　７１　保持部
　７５　反射部
　９０　測定装置

【図１】 【図２】
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